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認
定
こ
ど
も
園・

保
育
園

　
申
し
込
み
が
必
要
と
な
る
の
は
、

令
和
4
年
度
に
初
め
て
対
象
乳
幼

児
の
入
園
を
希
望
す
る
場
合
で
す
。

　
在
園
児
に
つ
い
て
は
、
通
園
し

て
い
る
園
に
就
労
証
明
書
な
ど
の

関
係
書
類
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

該
当
す
る
児
童　
5
か
月
～
5
歳

児
（
平
成
28
年
4
月
2
日
～
令
和

3
年
11
月
１
日
生
ま
れ
）
で
、
乳

幼
児
の
保
護
者
の
い
ず
れ
も
が
、

次
の
項
目
の
い
ず
れ
か
の
事
情
に

あ
る
場
合

○
就
労
し
て
い
る
場
合

○�

出
産
・
病
気
・
負
傷
・
心
身
に

障
が
い
が
あ
り
、
児
童
の
保
育

が
で
き
な
い
場
合

○�

長
期
に
わ
た
る
病
人
や
心
身
に

障
が
い
の
あ
る
人
の
介
護
を
保

護
者
が
常
時
行
っ
て
い
る
場
合

○�
火
災
・
風
水
害
・
地
震
な
ど
の

災
害
に
遭
い
、
そ
の
復
旧
ま
で

の
間
保
育
が
で
き
な
い
場
合

○�

求
職
活
動
（
起
業
準
備
を
含
む
）

を
し
て
い
る
場
合

○�

就
学
し
て
い
る
場
合

○�

虐
待
や
Ｄ
Ｖ
の
恐
れ
が
あ
る
場

合
○�

8
時
30
分
か
ら
14
時
ま
で
の
教

育
標
準
時
間
入
所
を
希
望
す
る

子
ど
も
（
1
号
認
定
）
を
持
つ

場
合

保
育
時
間　
次
の
時
間
中
、
保
育
・

教
育
が
必
要
な
時
間

・�

月
～
金
曜
日

　
７
時
30
分
～
18
時
30
分

・�

土
曜
日

　
8
時
30
分
～
16
時
30
分

申
込
方
法　
入
所
申
込
書
な
ど
に

必
要
事
項
を
記
入
し
、
入
園
希
望

の
認
定
こ
ど
も
園
ま
た
は
保
育
園

に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
申
込
書

は
認
定
こ
ど
も
園
、
保
育
園
、
子

育
て
支
援
課
で
10
月
15
日
㈮
か
ら

配
布
し
ま
す
。

受
付
期
間　
11
月
4
日
㈭
～
19
日

㈮※
受
付
期
日
を
過
ぎ
て
か
ら
の
応

募
は
、
２
次
選
考
対
象
と
な
り
ま

す
。

提
出
書
類�

・�
支
給
認
定
申
請
書
兼
保
育
所
等

入
所
申
込
書

・�

事
業
所
か
ら
の
就
労
証
明
書�

（
病
気
や
出
産
の
場
合
は
、
医

師
の
診
断
書
・
母
子
手
帳
な
ど
）

・�

児
童
健
康
調
査
票

・�

保
育
を
必
要
と
す
る
事
由
を
証

明
す
る
書
類
（
1
号
認
定
こ
ど

も
は
提
出
不
要
）

※
書
類
に
不
備
、
不
足
が
あ
る
場

合
は
、
受
け
付
け
で
き
ま
せ
ん
。

そ
の
他　
家
庭
の
事
情
に
よ
り
5

月
以
降
に
入
園
を
希
望
す
る
場
合

は
、
入
所
申
込
書
に
資
料
を
添
付

し
、
入
園
希
望
の
前
月
10
日
ま
で

に
希
望
す
る
認
定
こ
ど
も
園
・
保

育
園
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

箱
根
幼
稚
園

該
当
す
る
児
童　
3
～
5
歳
児

（
平
成
28
年
4
月
2
日
～
31
年
4

月
1
日
生
ま
れ
）

保
育
時
間　
月
～
金
曜
日
の
8
時

30
分
～
14
時

預
か
り
保
育
時
間　

　
箱
根
幼
稚
園
で
は
預
か
り
保
育

を
実
施
し
、
働
く
ご
家
庭
を
支
援

し
て
い
ま
す
。

・�

通
常　
14
時
～
16
時
30
分

・�

延
長
（
必
要
に
応
じ
て
実
施
）

　
早
朝　
7
時
30
分
～
8
時
30
分

　
夕
方　
16
時
30
分
～
17
時
30
分

申
込
方
法　
入
園
願
書
な
ど
に
必

要
事
項
を
記
入
し
関
係
書
類
を
添

え
て
、
箱
根
幼
稚
園
に
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。
願
書
は
箱
根
幼
稚
園
、

子
育
て
支
援
課
で
10
月
15
日
㈮
か

ら
配
布
し
ま
す
。　

受
付
期
間　
11
月
4
日
㈭
～
19
日

㈮提
出
書
類�

・�

入
園
願
書

・�

支
給
認
定
申
請
書

照
会
先

子
育
て
支
援
課☎

８
５
―
９
５
９
５

●
認
定
こ
ど
も
園

　
湯
本
幼
児
学
園

☎
８
５
―
５
４
４
４

　
仙
石
原
幼
児
学
園

☎
８
４
―
８
３
８
６

●
保
育
園

　
宮
城
野
保
育
園

☎
８
２
―
２
５
４
３

●
幼
稚
園

　
箱
根
幼
稚
園☎

８
３
―
６
１
５
９

　
町
立
認
定
こ
ど
も
園
・

　
　
保
育
園
・
幼
稚
園
児
を
募
集

令
和
4
年
４
月
入
園◆里親制度とは・・・

　�さまざまな事情により家庭で生活できなく
なった子どものために里親の家庭を提供し、
あたたかい愛情と理解をもって育てて頂き、
子どもが「心身ともに健やかに育つ権利」を
守る制度です。

里親には、縁組をして自分の子どもとして育てるだけではなく、次のような活動もあります。

「里親制度」に関するお問い合わせは下記までお気軽にお問い合わせください。
＊児童養護施設　箱根恵明学園��☎82−28６１
＊小田原児童相談所　里親担当��☎04６5−32−8000（代表）

■里親講座のお知らせ■
日　　時：１0月１3日㈬��１0：00～１2：00
場　　所：小田原市合同庁舎　 2 DE会議室
内　　容：①里親制度説明　
　　　　　②施設で生活する子どもたちについて
　　　　　③里親体験談
申し込み：小田原児童相談所　里親担当
　　　　　☎04６5−32−8000（代表）

長期委託 子どもとの養子縁組をせずに長期間の養育を目的とした委託

緊急一時保護委託 家庭での養育が一時的に困難となった子どもの養育を目的とした委託

3 日里親 施設で暮らしている子どもの家庭体験を目的とした活動

こどもたちの
　　しあわせのために
～里親制度をご存知ですか～


